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③ 対策技術編 

・溶出量基準を超えた場合の対策選定フロー 
 
・基準不適合土壌への対策方法の解説 

1 舗装 

2 盛土 

3 土壌入換え（区域内） 

4 土壌入換え（区域外） 

5 立入禁止 

6 地下水の水質の測定 

7 原位置不溶化 

8 不溶化埋め戻し 

9 原位置封じ込め 

10 遮水工封じ込め 

11 地下水汚染の拡大防止 

12 遮断工封じ込め 

13 土壌ガス吸引 

14 地下水揚水 

15 生物的分解 

16 化学的分解 

17 原位置土壌洗浄 

18 掘削除去 

 

P40 

P41 
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原位置浄化 

掘削除去 

原位置浄化 

掘削除去 

原位置浄化 

掘削除去 

原位置浄化 

掘削除去 

溶出量基準を超えた場合の対策選定フロー 

 

溶出量基準を超えた場合は、以下の流れに沿って対策を選定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二溶出量基準を 

超過しましたか？ 

原位置封じ込め 

遮水工封じ込め 

原位置浄化対策を

併用し第二溶出量

基準に適合させる 

揮発性有機化合物 

(第一種特定有害物質) 

不溶化等により 

第二溶出量基準に

適合させる 

重金属等 

(第二種特定有害物質) 

農薬等 

(第三種特定有害物質) 

P.47 

いいえ 
不溶化※１ 

原位置封じ込め 

遮水工封じ込め 

地下水汚染の拡大防止 

遮断工封じ込め※２ 

 

はい 

地下水汚染の拡大防止 

原位置封じ込め 

遮水工封じ込め 

地下水汚染の拡大防止 

遮断工封じ込め 

 

地下水汚染の拡大防止 

遮断工封じ込め 

 

P.49 

～51 

P.46 

～48 

P.48 

P.49 

～51 

P.47 

P.49 

～51 

P.49 

～51 

※１ 第２種特定有害物質のみ 
※２ 第２・３種特定有害物質のみ 

P.48 

P.48 
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基準不適合土壌への対策方法の解説 

 

代表的な土壌汚染の対策方法の概要、注意点、対策費用、対策に要する期間（工期）、

及び適用条件について解説します。以下に対策方法の解説の見方を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

適用できる 

土壌汚染のタイプを表示 
 

・土壌含有量基準に不適合 

・土壌溶出量基準に不適合 

対策の名称 

対策の解説 
 

対策の特徴と重要点を解説

しています。 

対策の解説図 
 

対策の概要を図解しています。 

対策の目的の区分を表示 
 

・管理型の対策（橙色） 

・除去型の対策（紫色） 

対策を行う上での注意点 
 

 対策中、対策後における注意点 

について説明しています。 

 
対策にかかる工期・対策費用 
  

5 段階で評価 

詳細は下図参照。 

 

 
対策の適用条件 
 

適用できる 

・有害物質の種類・濃度 

・地盤状況 

・土地の広さ 

等について説明しています。 

対策の特徴を一言で説明しています。 

＜対策方法の解説の見方＞ 

橙枠：対策の特徴的な項

目を説明しています。 

赤枠：対策に必要な項

目を説明しています。 
黒枠：必要に応じて行う

項目を説明しています。 

※舗装と盛土、立入禁止、地下水汚染の拡大防止では、㎡あたりの単価を、地下水の水質の測定では、水質測定１回あ

たりの単価を示しています。 

数千円以上/ｍ3 

 
1～3 万円以上/ｍ3 

3～5 万円以上/ｍ3 

 5～10 万円以上/ｍ3 

10 万円以上/ｍ3 

費 用 

費 用 

費 用 

費 用 

費 用 

工期の 5 段階評価 対策費用の 5 段階評価※ 

工 期 

工 期 

工 期 

工 期 

工 期 

数日以上 

数日～数週間以上 

数週間～数ヶ月以上 

数ヶ月～１年以上 

数ヶ月～数年以上 
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本ガイドラインに掲載した代表的な対策方法、対策費用及び対策に要する期間（工期）の目安は、

次表のとおりです。 

 

土壌汚染対策方法一覧（対策費用と工期） 

 

 

No. 
基準不適合 

ページ 対策方法 対策費用 
（対策体積 m3 あたり） 工期 

含有量 溶出量 

1 ○ ― P43 舗装 数千円以上 
（対策面積 m2あたり） 数日以上 

2 ○ ― P43 盛土 数千円以上 
（対策面積 m2あたり） 数日以上 

3 ○ ― P44 土壌入換え（区域内） 数千円以上 数日～数週間以上 

4 ○ ― P44 土壌入換え（区域外） 3～5 万円以上 数日～数週間以上 

5 ○ ― P45 立入禁止 数千円以上 
（対策面積 m2あたり） 数日以上 

6 ― ○ P45 地下水の水質の測定 数千円以上 
（水質測定 1 回あたり） 数ヶ月～数年以上 

7 ― ○ P46 原位置不溶化 ３～５万円以上 数日～数週間以上 

8 ― ○ P46 不溶化埋め戻し ３～５万円以上 数週間～数ヶ月以上 

9 ― ○ P47 原位置封じ込め ３～５万円以上 数週間～数ヶ月以上 

10 ― ○ P47 遮水工封じ込め ５～１０万円以上 数週間～数ヶ月以上 

11 ― ○ P48 地下水汚染の拡大防止 １～３万円以上 
（対策断面積 m2あたり） 数週間～数ヶ月以上 

12 ― ○ P48 遮断工封じ込め 10 万円以上 数ヶ月～１年以上 

13 ― ○ P49 土壌ガス吸引 ３～５万円以上 数ヶ月～１年以上 

14 ― ○ P49 地下水揚水 ３～５万円以上 数ヶ月～数年以上 

15 ― ○ P50 生物的分解 １～３万円以上 数ヶ月～数年以上 

16 ― ○ P50 化学的分解 １～３万円以上 数日～数週間以上 

17 ○ ○ P51 原位置土壌洗浄 ３～５万円以上 数週間～数ヶ月以上 

18 ○ ○ P51 掘削除去 ５～１０万円以上 数日～数週間以上 

第二溶出量基準に適合であれば、費用・工期が変わる可能性があります。 
対策の目標を第二溶出量基準の適合とした場合、上表より費用・工期が減となる可能性があります。 

※舗装と盛土、立入禁止、地下水汚染の拡大防止では、㎡あたりの単価を、地下水の水質の測定では、水質測定
１回あたりの単価を示しています。 
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管理型 

管理型  土壌含有量基準に不適合の場合に適用 
 

 土壌含有量基準に不適合の場合に適用 

1 舗装 

 基準不適合土壌の上面を、厚さ 10 ㎝以上のコンクリートまたは

厚さ 3 ㎝以上のアスファルトで舗装し、基準不適合土壌に直接触れ

ることを防止する。舗装を行うことが困難な急傾斜地では、モルタ

ル（砂と水とセメントの混合物）の吹き付け等で代替できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 盛土 

基準不適合土壌の上に、基準に適合する土壌（以下、適合土）

を厚さ 50 ㎝以上盛り（盛土）、基準不適合土壌に直接触れること

を防止する。外見上、基準不適合土壌と盛土の区別が困難になる

ため、盛土と基準不適合土壌の間に目印となる砂利等を敷く。 

 

 

 

 

 

 

 

対策を行う上での注意点 

○舗装上部の土地利用に応じて、必要な 

 強度を有する舗装構造を選定する。 

○対策後は、定期的に点検し、必要に応じて 

補修を行う。 

○対策内容の記録を保管し、継承する。 

○対策後に土地改変を行う際には、改変により基

準不適合土壌が飛散・拡散しないよう適切に管

理する。また、場外へ基準不適合土壌を搬出す

る際は、管理票等を用いて適切な処理を確認す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策を行う上での注意点 

○盛土上部の土地利用に応じて、必要な 

強度を有する盛土材を選定する。 

○対策後は、定期的に点検し、必要に応じて補修 

 を行う。 

○対策内容の記録を保管し、継承する。 

○対策後に土地改変を行う際には、改変により基

準不適合土壌が飛散・拡散しないよう適切に管

理する。また、場外へ基準不適合土壌を搬出す

る際は、管理票等を用いて適切な処理を確認す

る。 

 

 

 

 

基準不適合土壌に直接触れないよう、舗装により覆います。 

基準不適合土壌に直接触れないよう、盛土により覆います。 

工 期 

費 用 

適用 

条件 

・土壌含有量基準を超える土壌に適用できる。 

・土地の広さにかかわらず適用できる。 

 
 

工 期 

適用 

条件 

・土壌含有量基準を超える土壌に適用できる。 

・周辺の地形を考慮し、50cm 以上の嵩上げ 

 に対して支障がない場所に適用できる。 

・土地の広さにかかわらず適用できる。 

費 用 

含有量基準不適合土壌

コンクリート（厚さ10㎝）

またはアスファルト（厚さ3㎝）

砕石・砂利・砂等

舗 装
基準不適合土壌を覆う

含有量基準不適合土壌

50cm以上

盛 土
基準不適合土壌を覆う

砂利等
盛土と基準不適合土壌

を区別するための目印
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管理型 

管理型  土壌含有量基準に不適合の場合に適用 
 

 土壌含有量基準に不適合の場合に適用 
 

 

3 土壌入換え(区域内) 

基準不適合土壌とその下の基準に適合する土壌（以下、適合土）

をいったん掘削して、それぞれの土壌を区別して仮置きし、基準

不適合土壌を深部に、適合土を浅部に入れ換えて埋め戻す。適合

土の厚さは 50cm 以上とし、地表面は対策前と同じ高さにする。

なお、基準不適合土壌と適合土を区別するため、それぞれの土壌

の間には目印となる砂利等を敷く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 土壌入換え(区域外) 

基準不適合土壌の上部を掘削後、区域外で適切に処理し、掘削

した箇所を基準に適合する土壌（以下、適合土）で埋め戻す。適

合土の厚さは 50 ㎝以上とし、地表面は対策前と同じ高さにする。

なお、基準不適合土壌と適合土を区別するため、それぞれの土壌

の間には目印となる砂利等を敷く。 

 

 

 

 

対策を行う上での注意点 

○掘削時に基準不適合土壌が飛散しないよう、 

現場の状況に応じた飛散防止対策を行う。 

○基準不適合土壌を仮置きする際は、必要に応じ

てシートがけ等の飛散防止対策を行う。 

○基準不適合土壌は、地下水面より上に埋め戻す 

 ことが望ましい。 

○対策内容の記録を保管し、継承する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策を行う上での注意点 

○掘削時に基準不適合土壌が飛散しないよう、 

現場の状況に応じた飛散防止対策を行う。 

○基準不適合土壌を場外へ搬出する際は、シート

がけ等により基準不適合土壌の飛散防止対策を

行う。また、管理票等を用いて適切な処理を確

認する。 

○基準不適合土壌は、地下水面より上に埋め戻す 

 ことが望ましい。 

○対策内容の記録を保管し、継承する。 

 

 

基準不適合土壌に直接触れないよう、地表部の土壌を深部の適合土と入れ換えます。 

含有量基準

不適合土壌

掘削中

掘削
基準不適合土壌と

適合土を掘り出す

適合土

必要に応じて
シート等で基準不適合

土壌の飛散を防止

仮置き
基準不適合土壌と

適合土を仮置きする

適合土

土留め矢板

適合土

地下水面

掘削後入れ換えて埋め戻し
掘削後、基準不適合土壌の上

に適合土を埋め戻す

砂利等
基準不適合土壌と

適合土を区別する

ための目印

50cm以上

基準不適合土壌に直接触れないよう、地表部の土壌を適合土と入れ換えます。 

工 期 

費 用 

適用 

条件 

・土壌含有量基準を超える土壌に適用できる。 

・狭い土地では仮置きの場所を考慮する必要 

 がある。 

費 用 

工 期 

適用 

条件 

・土壌含有量基準を超える土壌に適用できる。 

・土地の広さにかかわらず適用できる。 

含有量基準

不適合土壌

掘削中

浄化処理
基準不適合土壌を場外や

場内で適正に処理する

掘削
基準不適合土壌を

掘り出す

適合土

地下水面

掘削後埋め戻し
掘削後、基準不適合土壌の上

に適合土を埋め戻す

砂利等
基準不適合土壌と

適合土を区別する

ための目印

50cm以上



  

- 45 - 

 

 土壌含有量基準に不適合の場合に適用 
 

管理型 

管理型 

管理型 

飛散防止シート

含有量基準

不適合土壌

囲い

標識
関係者以外の立入りを

禁じることを明記
含有量基準

不適合土壌

囲い

立入禁止

標識
関係者以外の立入りを

禁じることを明記

飛散防止

シート

 土壌溶出量基準に不適合の場合に適用 
 

５ 立入禁止 

一時的な措置として基準不適合土壌の範囲周辺に、人がみだりに

立ち入ることを防止するよう囲いを設置する。また、基準不適合土

壌の飛散等を防止するため、地表をシートにより覆う。設置した囲

いの出入口又は囲い周辺の見やすい場所に、関係者以外の立ち入り

を禁止する旨を表示した立札を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 地下水の水質の測定 

基準不適合土壌に起因する地下水汚染の状況を的確に把握でき

る地点に観測井戸を設置する。設置してから最初の 1 年は 4 回以

上、2 年目から 10 年目までは 1 年に 1 回以上、11 年目以降は 2

年に 1 回以上、定期的に地下水を採取し、地下水中の特定有害物質

の濃度を測定する。 

 なお、5 年以上継続し、かつ直近の 2 年間は年 4 回以上測定し、

以後は地下水基準に不適合となるおそれがない場合は、対策を完了

することができる（第二溶出量基準を超える土壌が存在する場合、

条例に基づき測定を継続することが必要となる場合があります）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策を行う上での注意点 

〇基本的に一時的な措置として用いられる。 

○基準不適合土壌が飛散及び流出しないよう、現

場の状況に応じたシートを使用する。 

○基準不適合土壌は残置された状態であるため、

関係者以外の立ち入りや基準不適合土壌の飛散

等がないよう、定期的に点検を行う必要がある。

シートの破損等があれば、速やかに破損部分の

修復を行う。 

○対策内容の記録を保管し、継承する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策を行う上での注意点 

○地層の状況や深さ、地下水の流向等、 

適用する現場の状況を十分に把握する。 

○井戸設置工事時に基準不適合土壌を井戸内へ落

とし込まないよう注意する。 

○井戸の材料は、長期的な観測に耐えうる材料（ポ

リ塩化ビニルやステンレス製など）を用いる。 

○長期間にわたる対策であるため、区域指定され

た対象物質のほかに、その分解生成物について

も確認する必要がある。 

○井戸表面から雨水が入らないよう表層を舗装し

た場合は、舗装を点検・維持する。 

○対策内容の記録を保管し、継承する。 

 

 

 

 

 

 

基準不適合土壌に直接触れないよう、地表をシートで覆い、人の立ち入りを禁止します。 

基準不適合土壌による地下水汚染の状況を監視します。 

工 期 

費 用 

適用 

条件 

・土壌含有量基準を超える土壌に適用できる。 

・土地の広さにかかわらず適用できる。 

 
 

断面図 平面図 

工 期 

費 用 

適用 

条件 

・全ての特定有害物質に適用できる。 

・基準不適合土壌が存在する限り、対策を

継続する必要がある。 

地下水の流れ

粘土等の水を透しにくい地層

地下水面

観測井戸
地下水汚染が

ないことを確認

溶出量基準

不適合土壌
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管理型 

管理型 

 土壌溶出量基準に不適合の場合に適用 
 

 土壌溶出量基準に不適合の場合に適用 
 

７ 原位置不溶化 
基準不適合土壌の存在範囲に、薬剤を注入・撹拌し、土壌中の

有害物質が水に溶け出さないように処理（不溶化）する。対策範

囲の上面は、シート等（盛土・舗装でもよい）で覆い、不溶化土

壌が飛散しないようにする。不溶化後、地下水の水質を監視し、

2 年間継続して地下水汚染が生じていないことを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 不溶化埋め戻し 

基準不適合土壌をいったん掘削し、場外や場内のプラントで薬

剤を混合し、有害物質が水に溶け出さないように処理(不溶化)し、

溶出量基準に適合することを確認後、掘削範囲に埋め戻す。対策

範囲の上面は、シート等（盛土・舗装でもよい）で覆い、不溶化

土壌が飛散しないようにする。不溶化後、地下水の水質を監視し、

2 年間継続して地下水汚染が生じていないことを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

  対策を行う上での注意点 

○必要に応じて、対策を行う土壌への薬剤の 

適用性を事前に調査する。 

○薬剤や有害物質が拡散しないよう、必要に応じ

て、工事中の遮水や揚水を行う。 

○対策内容の記録を保管し、継承する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策を行う上での注意点 

○必要に応じて、対策を行う土壌への薬剤の 

適用性を事前に調査する。 

○掘削時に基準不適合土壌が飛散しないよう、 

現場の状況に応じた飛散防止対策を行う。 

○基準不適合土壌を場外へ搬出する際は、シート

がけ等により基準不適合土壌の飛散を防止する。 

 また、管理票等を用いて適切な処理を確認する。 

○対策内容の記録を保管し、継承する。 

 

 

 

 

工 期 

費 用 

適用 

条件 

・第二種特定有害物質のみに適用できる。 

・第二溶出量基準を超えない場合のみ適用 

 できる。 

・狭い土地では処理を行う場所を考慮する 

 必要がある。 

基準不適合土壌から有害物質が水に溶け出さないようにします。 

基準不適合土壌を有害物質が水に溶け出さないようにして、埋め戻します。 

薬剤プラント

地下水の流れ

溶出量基準

不適合土壌

措置中

地下水面

薬剤注入
薬剤により有害物質

を不溶化させる

土留め矢板

不溶化土壌

観測井戸
地下水汚染がない

ことを確認

措置後

シート等の覆い

盛土・舗装等
土壌の飛散を防止

費 用 

工 期 

 
適用 

条件 

・第二種特定有害物質のみに適用できる。 

・第二溶出量基準を超えない場合のみ適用 

 できる。 

・狭い土地では仮設等を考慮する必要がある。 

地下水の流れ

溶出量基準

不適合土壌

措置中
不溶化処理

基準不適合土壌を場内や

場外のプラントに運び、

薬剤を混合し、不溶化する

掘削
基準不適合土壌を

掘り出す

土留め矢板

不溶化土壌

地下水面

措置後

観測井戸
地下水汚染が

ないことを確認

埋め戻し
不溶化処理した

土壌で埋め戻す シート等の覆い

盛土・舗装等
埋め戻し後、舗装等に

より不溶化土壌の飛散
を防止する
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管理型 

管理型 

 土壌溶出量基準に不適合の場合に適用 
 

 
 

 土壌溶出量基準に不適合の場合に適用 

９ 原位置封じ込め 
基準不適合土壌の周辺を地下水の流れを遮るための壁（遮水壁）

で囲い、雨水の浸透を防止するために上部を舗装等によって覆い、

基準不適合土壌を封じ込める。対策後、地下水の水質を監視し、

2 年間継続して地下水汚染が生じていないことを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 遮水工封じ込め 
基準不適合土壌をいったん掘削して、仮置きし、掘削部の底面

及び側面に遮水層を設け、埋め戻す。埋め戻した基準不適合土壌

の上部は、雨水の浸透を防止するために舗装等によって覆い、基

準不適合土壌を封じ込める。対策後、地下水の水質を監視し、2

年間継続して地下水汚染が生じていないことを確認する。 

 

 

 

対策を行う上での注意点 

○対策後は、定期的に点検し、必要に応じて、 

 補修を行う。 

○対策範囲内部の水位が上昇しないことを定期的

に確認する。 

○対策内容の記録を保管し、継承する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

対策を行う上での注意点 

○掘削時に基準不適合土壌が飛散しないよう、 

現場の状況に応じた飛散防止対策を行う。 

○基準不適合土壌を仮置きする際は、遮水シート

の敷設等の浸透防止対策を行う。 

○封じ込めを行う場所は、地下水面より上が望ま

しい。 

○対策後は、定期的に点検し、必要に応じて、 

 補修を行う。 

○対策範囲内部の水位が上昇しないことを定期的

に確認する。 

○対策内容の記録を保管し、継承する。

人工の壁と水を透さない地層で基準不適合土壌を封じ込めます。 

水を透さない人工の遮水層で基準不適合土壌を封じ込めます。 

適用 

条件 

・粘土やシルト等の水を透しにくい地層が 

 分布すること。 

・第二溶出量基準を超える場合は、他の対策 

 を併用し、第二溶出量基準に適合させる必

要がある（第三種特定有害物質には適用不可）。 

・狭い土地では仮設等を考慮する必要が 

 ある。 

工 期 

費 用 

地下水の流れ

粘土等の水を透しにくい地層

溶出量基準

不適合土壌

地下水面

観測井戸
内部の水位上昇

がないことを確認

遮水壁
地下水の流れを遮る

舗 装
コンクリート(10㎝以上）

又はアスファルト（3㎝以上）

雨水の浸透を防止

観測井戸
地下水汚染が

ないことを確認

工 期 

費 用 

適用 

条件 

・第二溶出量基準を超える場合は、他の対策

を併用し、第二溶出量基準に適合させる必

要がある（第三種特定有害物質には適用不可）。 

・狭い土地では、仮置きの場所を考慮する 

 必要がある。 

 

遮水シート
( 1 .5mm以上)

地下水面

地下水の流れ

保護砂

溶出量基準不適合土壌

遮水層

遮水シート

(1 .5mm以上)

シート等

保護マット

観測井戸
内部の水位上昇

がないことを確認

観測井戸
地下水汚染が

ないことを確認

仮置き
基準不適合土壌

を仮置きする（遮水

シート等で養生）

舗 装
コンクリート(10㎝以上）

又はアスファルト（3㎝以上）

雨水の浸透を防止
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管理型 

 土壌溶出量基準に不適合の場合に適用 
 

 
 

 土壌溶出量基準に不適合の場合に適用 

管理型 

11 地下水汚染の拡大防止 
基準不適合土壌に起因する地下水汚染の拡大を的確に防止でき

る場所に、地下水中の特定有害物質が分解又は吸着する機能を備

えた透過性地下水浄化壁等を設置する。 

なお、地下水汚染の拡大防止としては、透過性地下水浄化壁の設

置の他に、地下水汚染の拡大を的確に防止できる地点において地

下水を揚水する方法もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 遮断工封じ込め 
基準不適合土壌をいったん掘削して、仮置きし、掘削部の底面

及び側面に鉄筋コンクリート等の外部仕切り（遮断層）を設け、

埋め戻す。埋め戻した基準不適合土壌の上部は、雨水の浸透を防

止するためにコンクリート蓋によって覆い、基準不適合土壌を封

じ込める。対策後、地下水の水質を監視し、2 年間継続して地下

水汚染が生じていないことを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策を行う上での注意点 

○地層の状況や深さ、地下水の流向・流速等、

適用する現場の状況を十分に把握する。 

○特定有害物質の種類や濃度に応じた機能の浄

化壁を設計（浄化壁の使用材料、深さ、厚さ

等）する。 

○浄化壁の透水係数は、周辺の帯水層と比べて

同等以上とし、さらに汚染された地下水が浄

化壁の外側に流出していないことを確認する。 

○対策内容の記録を保管し、継承する。 

〇地下水揚水を実施する場合の注意点は P.49 を

参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策を行う上での注意点 

○対策後は、定期的に点検し、必要に応じて、 

 補修を行う。 

○対策範囲内部の水位が上昇しないことを定期的

に確認する。 

○基準不適合土壌を仮置きする際は、遮水シート

の敷設等の浸透防止対策を行う。 

○対策内容の記録を保管し、継承する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水を透さない人工の遮断層で基準不適合土壌を封じ込めます 

地下水の流れ

地下水面

シート等

仮置き
基準不適合土壌

を仮置きする

（シート等で養生）

外部仕切り
鉄筋コンクリート（35㎝以上）

不適合土壌を遮断する

遮水シート
仕切りの腐食を防止し、

遮水する

コンクリート蓋
雨水の浸透を防止

観測井戸
内部の水位上昇

がないことを確認

観測井戸
地下水汚染が

ないことを確認

必要に応じて
土等で覆う

監 視
内部構造の損傷が

ないか監視

溶出量基準

不適合土壌

工 期 

費 用 

適用 

条件 

・第二種及び第三種特定有害物質に適用で

きる。 

・狭い土地では、仮置きの場所を考慮する 

 必要がある。 

 

地下水の揚水や浄化壁の設置で特定有害物質の流出を防止します 

工 期 

費 用 

適用 

条件 

・全ての特定有害物質に適用できる。 

・基準不適合土壌が存在する限り、対策を

継続する必要がある。 

観測井戸
地下水汚染が

ないことを確認

地下水

浄化壁
汚染物質を除去

粘土等の水を透しにくい地層

溶出量基準

不適合土壌

地下水の流れ

透過性浄化壁の例 

溶出量基準

不適合土壌

観測井戸
地下水汚染が

ないことを確認

処理装置
有害物質の種類に応じた処理

を行う。(例：曝気処理）

揚水井戸
地下水を汲み上げ

地下水の流れ

地下水

地下水揚水の例 

揚水井戸 

浄化壁 
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除去型 

除去型 

 土壌溶出量基準に不適合の場合に適用 
 

 土壌溶出量基準に不適合の場合に適用 
 

13 土壌ガス吸引 

地下水面より上部にある基準不適合土壌の分布域に吸引井戸を

設置し、真空ポンプ等により井戸内を減圧し、気化した有害物質

を吸引後、活性炭に吸着する等して除去する。対策後は、土壌が

基準に適合しているか確認し、2 年間継続して地下水汚染が生じ

ていないことを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

14 地下水揚水 

地下水面より下部にある基準不適合土壌の分布域等に揚水井戸

を設置し、水中ポンプ等により地下水を汲み上げ、有害物質の種

類に応じた処理装置により有害物質を除去する。拡散防止対策と

しても用いられる。対策後は、土壌が基準に適合しているか確認

し、2 年間継続して地下水汚染が生じていないことを確認する。 

 

 

 

 

 

対策を行う上での注意点 

○地層の状況や深さ、地上面の状況等、適用する

現場の状況を十分に把握する。 

○対策中は、必要に応じて、大気中の有害物質濃

度を監視する。 

○活性炭等に有害物質を吸着させる場合は、定期

的に活性炭の交換を行い、使用後の活性炭は、

適切に処理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策を行う上での注意点 

○地層の状況や深さ、地下水の流向・流速等、 

 適用する現場の状況を十分に把握する。 

○周辺井戸の井戸枯れや水位低下、地盤沈下が生

じないよう適正な揚水量を設定する。 

○対策中は、必要に応じて、大気や処理水中の有

害物質濃度を監視する。 

○活性炭等に有害物質を吸着させる場合は、定期

的に活性炭の交換を行い、使用後の活性炭は、

適切に処理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

工 期 

費 用 

適用 

条件 

・第一種特定有害物質にのみ適用できる。 

・有害物質の原液等が存在する場合にも 

 適用できる。 

・空気を透しやすい地層（砂礫等）のみに、

適用できる。 

・土地の広さにかかわらず適用できる。 

 

揮発性の高い有害物質を強制的に吸引し、除去します。 

地下水を介して基準不適合土壌中の有害物質を回収・除去します。 

工 期 

費 用 

適用 

条件 

・有害物質の原液等が存在する場合にも 

 適用できる。 

・水を透しやすい地層（砂礫等）のみに、 

 適用できる。 

・土地の広さにかかわらず適用できる。 

溶出量基準

不適合土壌

地下水面

気液分離 分解装置

活性炭等

地下水の流れ

監 視
大気中の有害物質濃度

を監視

真空ポンプ

吸引井戸
気化した有害物質を

吸引する

観測井戸
地下水汚染が

ないことを確認

処理装置
有害物質を活性炭など

に吸着させる

地下水の流れ

分解装置

活性炭等

処理装置
有害物質の種類に応じた処理

を行う(例：曝気処理）

地下水面

溶出量基準

不適合土壌

ｐHコント

ロール・ろ過

揚水井戸
地下水を汲み上げ

観測井戸
地下水汚染が

ないことを確認

監 視
処理水中の有害物質濃度

監 視
大気中の有害物質濃度

を監視

排水
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除去型 

除去型 

微生物の働きを利用して有害物質を除去します。 

 土壌溶出量基準に不適合の場合に適用 
 

 土壌溶出量基準に不適合の場合に適用 
 

15 生物的分解(バイオレメディエーション) 

対策範囲内に注入井戸を設置し、微生物の働きを活性化させる

薬剤や栄養塩を注入し、微生物による有害物質の分解作用を促進

する方法等がある。対策後は、土壌が基準に適合しているか確認

し、2 年間継続して地下水汚染が生じていないことを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 化学的分解（酸化・還元分解） 

対策範囲に注入井戸を設置し、薬剤を注入し、化学反応により

基準不適合土壌に含まれる有害物質を分解する方法等がある。対

策後は、土壌が基準に適合しているか確認し、2 年間継続して地

下水汚染が生じていないことを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策を行う上での注意点 

○地層の状況や深さ、地下水の流向・流速等、 

 適用する現場の状況を十分に把握する。 

○必要に応じて、対策を行う土壌への薬剤等の適

用性を事前に調べておく。 

○薬剤や有害物質が場外に拡散しないよう、必要

に応じて、工事中の遮水や揚水を行う。 

○対策中は、必要に応じて、処理水中の有害物質

濃度を監視する。 

○対策中は、状況に応じて、地下水の水質を測定

し、浄化の進行状況の監視を行うとともに、有

害な分解生成物の発生等を監視する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策を行う上での注意点 

○地層の状況や深さ、地下水の流向・流速等、 

 適用する現場の状況を十分に把握する。 

○薬剤や有害物質が場外に拡散しないよう、必要

に応じて、工事中の遮水や揚水を行う。 

○対策中は、必要に応じて、処理水中の有害物質

濃度を監視する。 

○対策中は、状況に応じて、地下水の水質を測定

し、浄化の進行状況の監視を行うとともに、有

害な分解生成物の発生等を監視する。 

 

 

 

薬剤による化学反応を利用して有害物質を除去します。 

工 期 

費 用 

適用 

条件 

・有害物質の原液等が存在する場合にも 

 適用できる。 

・第一種、第三種特定有害物質とシアン化合

物のみに適用できる。 

・土地の広さにかかわらず適用できる。 

 

工 期 

費 用 

適用 

条件 

・第一種特定有害物質とシアン化合物のみに 

 適用できる。 

・土地の広さにかかわらず適用できる。 

 
地下水の流れ

注入

地下水面

処理槽 排水

溶出量基準

不適合土壌

薬剤や栄養塩
微生物の活動を

活性化させる注入井戸
薬剤や栄養塩

を注入

微生物による分解
微生物の働きにより、

有害物質を分解

揚水井戸
必要に応じて

地下水を汲み上げ

観測井戸
地下水汚染

がないこと

を確認

監 視
処理水中の有害物質濃度

を監視

地下水の流れ

地下水面

溶出量基準

不適合土壌

処理槽 排水

注入
薬剤を注入・撹拌

化学反応による分解
薬剤と有害物質が化学反応し

有害物質が分解

揚水井戸
必要に応じて

地下水を汲み上げ

薬剤
化学反応を生じ

させる薬剤

観測井戸
地下水汚染

がないこと

を確認

監 視
処理水中の有害物質濃度

を監視
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除去型 

除去型 

有害物質を水に溶け出させ地下水とともに回収、除去します。 

 土壌含有量基準・土壌溶出量基準のどちらに不適合の場合でも適用 
 
 

 土壌含有量基準・土壌溶出量基準のどちらに不適合の場合でも適用 

17 原位置土壌洗浄 
対策範囲に注入井戸を設置し、水等を注入し基準不適合土壌中に

含まれる有害物質を地下水に溶け出させる。その後、有害物質を

含む地下水を揚水井戸から汲み上げ、有害物質の種類に応じた処

理装置により有害物質を除去する。対策後は、土壌が基準に適合

しているか確認し、2 年間継続して地下水汚染が生じていないこ

とを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 掘削除去 
基準不適合土壌を掘削し、場外あるいは場内で適正に処理する。

掘削箇所は、浄化処理した土壌、あるいは基準に適合する別の土

壌（適合土）で埋め戻す。対策後、掘削時点で地下水汚染があっ

た場合は 2 年間継続して、掘削時に地下水汚染がなかった場合は

１回、地下水汚染が生じていないことを確認する。 

 

 

 

 

 

対策を行う上での注意点 

○地層の状況や深さ、地下水の流向・流速等、 

 適用する現場の状況を十分に把握する。 

○洗浄剤や有害物質が場外に拡散しないよう、遮

水壁の設置等の拡散防止対策を行う。 

○対策中は、地下水の水質を監視するとともに、 

 必要に応じて、処理水中の有害物質濃度を監視

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策を行う上での注意点 

○掘削時に基準不適合土壌が飛散しないよう、 

 現場の状況に応じた飛散防止対策を行う。 

○基準不適合土壌を場外へ搬出する際は、シート

がけ等により基準不適合土壌の飛散を防止する。 

 また、管理票等を用いて、適切な処理を確認す

る。 

 

 

 

 

工 期 

費 用 

適用 

条件 

・封じ込め対策と同等の拡散防止措置を 

併用すること。 

・有害物質の原液等が存在する場合にも 

 適用できる。 

・土地の広さにかかわらず適用できる。 

工 期 

費 用 

適用 

条件 

・有害物質の原液等が存在する場合にも 

 適用できる。 

・土地の広さにかかわらず適用できる。 

基準不適合土壌を掘削除去し、適合土で埋め戻します。 

適合土

地下水面

掘削後

観測井戸
地下水汚染が

ないことを確認

埋め戻し
適合土で埋め戻す

地下水の流れ

基準不適合

土壌

掘削中

掘削
基準不適合土壌を

掘り出す

浄化処理
基準不適合土壌を場外や

場内で適正に処理する

土留め矢板

地下水の流れ

粘土等の水を透しにくい地層

基準不適合土壌

地下水面

注入装置

水や洗浄剤

水処理装置

水等を注入
有害物質を地下水に

溶け出させる

揚水井戸
有害物質を地下水と

ともに汲み上げる

処理装置
地下水中の有害物質

を回収・除去する。

遮水壁
有害物質の拡散を

防止する

観測井戸
地下水汚染が

ないことを確認

監 視
大気中の有害物質

濃度を監視

監 視
処理水中の有害物質

濃度を監視
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